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４ 争点についてどのように主張する予定か原告・第19準備書⾯の概要
（東電の準備書⾯(1)の反論未了部分の反論及び福島

県県⺠健康調査の最新情報）



被ばくと病気との因果関係を判断するに当たり、
多数者の被ばく線量を前提にするのは誤りである。
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被告の主張
避難者の10歳児の甲状腺等価線量は1.6〜22mSv
⾮避難者の10歳児の甲状腺等価線量は1.0〜17mSv
（いずれも５％タイル値〜９５％タイル値）

被告の住⺠被ばく量に関する主張は過⼩評
価であるが、仮に、被告の評価を前提として
も、５％の住⺠はそれ以上の被ばくをしてい
ることになる。
当時の県内の１８歳以下の⼈⼝３８万⼈。

５％は１万９０００⼈。
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がん登録のみの症例とがん登録及び県⺠健康調査の
双⽅に登録されている症例の⽐較  
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（A）

がん登録のみに登録され
ている症例43例

（B）
がん登録と県⺠健康調査
の双⽅に登録されている

症例177例

上⽪内⼜は限局性の症例 46.5% 35.0%

領域リンパ節転移、隣接臓
器浸潤、遠隔転移の症例 51.9% 65.0%

（Ａ）には症状が発⽣した症
例が含まれる。
しかるに、軽い症例は

（Ａ）に多く、重い症例は
（Ｂ）に多い。

（Ｂ）が潜在がんなのであれ
ば、説明がつかない。


